
◯
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
二
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法（

平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号）

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当

、

規
則（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号）

第
十
九
条
第
一
項
本
文

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則

、

（

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号）

第
九
条
本
文
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準（

昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号）

第
十
九
条
第
一
項
本

文
及
び
第
三
十
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

及
び
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び

、

に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

平
成

、

二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

及
び
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

の
一
部
改
正）

第
一
条

使
用
薬
剤
の
薬
価（

薬
価
基
準）

（

平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る。

次
の
表
に
よ
り

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定（

、



以
下「

対
象
規
定」

と
い
う。

）

は

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

、

げ
て
い
な
い
も
の
は

こ
れ
を
加
え
る。

、



改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

第
１
部
～
第
1
5
部

（
略
）

第
１
部
～
第
15
部

（
略
）

第
1
6
部

追
補

(
1
2
)

（
新
設
）

内
用

薬

品
名

規
格

単
位

薬
価

円

（
さ
）

サ
ム
ス
カ
顆
粒
１
％

１
％
１
ｇ

1
,
90
1
.
5
0

か

（
し
）

ジ
ャ
カ
ビ
錠
1
0
m
g

1
0
m
g
１
錠

7
,
41
3
.
6
0

（
り
）

リ
リ
カ
Ｏ
Ｄ
錠
2
5
m
g

2
5
m
g
１
錠

6
7
.
8
0

リ
リ
カ
Ｏ
Ｄ
錠
7
5
m
g

7
5
m
g
１
錠

11
2
.
9
0

リ
リ
カ
Ｏ
Ｄ
錠
1
5
0
m
g

1
5
0
m
g
１
錠

15
5
.
0
0

（
れ
）

レ
ミ
ッ
チ
Ｏ
Ｄ
錠
2
.
5μ
g

2
.
5
μ
g
１
錠

1
,
34
6
.
3
0

注
射

薬

品
名

規
格

単
位

薬
価円

（
お
）

オ
プ
チ
レ
イ
3
5
0
注
シ
リ
ン
ジ
1
3
5

7
4
.
1
％
1
3
5
m
L
１
筒

10
,
1
9
2

m
L

（
て
）

Ｄ
ド
ラ
イ
透
析
剤
2
.
75
Ｓ

２
瓶
１
組

1
,
2
1
5

（
ま
）

マ
キ
ュ
エ
イ
ド
眼
注
用
4
0
m
g

4
0
m
g
１
瓶

8
,
2
9
6

外
用

薬



品
名

規
格

単
位

薬
価

円

（
あ
）

ア
ニ
ュ
イ
テ
ィ
1
0
0
μ
g
エ
リ
プ
タ

3
0
吸
入
１
キ
ッ
ト

1
,
97
9
.
8
0

3
0
吸
入
用

ア
ニ
ュ
イ
テ
ィ
2
0
0
μ
g
エ
リ
プ
タ

3
0
吸
入
１
キ
ッ
ト

2
,
55
4
.
8
0

3
0
吸
入
用



（

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
改
正）

第
二
条

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等（

平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

次
の
表
に
よ
り

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

、

は

こ
れ
を
加
え
る。

、



改

正

後

改

正

前

別
表
第
５

別
表
第
５

第
１
部
～
第
３
部

（
略
）

第
１
部
～
第
３
部

（
略
）

第
４
部

追
補

（
３
）

（
新
設
）

注
射

薬

品
名

規
格

単
位

マ
キ
ュ
エ
イ
ド
硝
子
体
内
注
用
4
0m
g

4
0
mg
１
瓶


